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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　紙幣を格納する紙幣格納庫を１又は複数備える紙幣処理装置において、
　それぞれの上記紙幣格納庫に格納されている紙幣について、当該紙幣の識別情報を含む
紙幣管理情報を管理する情報管理手段と、
　検索対象となる紙幣の識別情報の一部又は全部を含む検索情報の入力を受付ける検索情
報受付手段と、
　上記情報管理手段が管理している情報に基づいて、検索情報に該当する紙幣を検索する
紙幣検索手段と、
　上記紙幣検索手段が検出した検出紙幣を上記紙幣格納庫から繰り出して排出する制御を
行う出金制御手段と
　を有することを特徴とする紙幣処理装置。
【請求項２】
　上記紙幣格納庫は当該紙幣処理装置に着脱可能に搭載されおり、
　上記情報管理手段は、それぞれの上記紙幣格納庫に配置された紙幣管理情報記憶部によ
り構成されており、
　それぞれの上記紙幣格納庫の紙幣管理情報記憶部には、当該紙幣格納庫に格納されてい
る紙幣の紙幣管理情報が記憶されている
　ことを特徴とする請求項１に記載の紙幣処理装置。
【請求項３】
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　それぞれの上記紙幣格納庫は、紙幣を格納する格納部と、格納部の開口部に設けられた
開閉体と、上記開閉体を施錠する施錠部と、上記開閉体の開閉状態を検知する開閉検知部
とを有していることを特徴とする請求項１又は２に記載の紙幣処理装置。
【請求項４】
　紙幣を一時的に保留する紙幣一時保留手段をさらに有し、
　上記出金制御手段は、検出紙幣を上記紙幣格納庫から繰り出す際に、上記紙幣格納庫で
検出紙幣が繰り出し可能な状態となるまで、上記紙幣格納庫から紙幣を繰り出して上記紙
幣一時保留手段に保留し、検索紙幣の繰り出し後に、上記紙幣一時保留手段に保留してい
る紙幣を上記紙幣格納庫に戻す制御処理を行う
　ことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の紙幣処理装置。
【請求項５】
　上記紙幣一時保留手段は、紙幣を一時的に保留することが可能な一時保留部、又は、い
ずれかの上記紙幣格納庫を一時保留先として用いて紙幣を一時保留し、
　上記出金制御手段が検出紙幣を繰り出す際に、上記一時保留部又はいずれかの紙幣格納
庫を一時保留先として選択する一時保留先選択手段を更に有する
　ことを特徴とする請求項４に記載の紙幣処理装置。
【請求項６】
　上記一時保留先選択手段は、最初に選択した一時保留先で紙幣を格納可能な空き容量が
無くなった場合に、再度一時保留先を選択することを特徴とする請求項５に記載の紙幣処
理装置。
【請求項７】
　紙幣を格納する紙幣格納庫を１又は複数備える紙幣処理装置が行う紙幣処理方法におい
て、
　情報管理手段、検索情報受付手段、紙幣検索手段、出金制御手段を有し、
　上記情報管理手段は、それぞれの上記紙幣格納庫に格納されている紙幣について、当該
紙幣の識別情報を含む紙幣管理情報を管理し、
　上記検索情報受付手段は、検索対象となる紙幣の識別情報の一部又は全部を含む検索情
報の入力を受付け、
　上記紙幣検索手段は、上記情報管理手段が管理している情報に基づいて、検索情報に該
当する紙幣を検索し、
　上記出金制御手段は、上記紙幣検索手段が検出した検出紙幣を上記紙幣格納庫から繰り
出して排出する制御を行う
　ことを特徴とする紙幣処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、紙幣処理装置及び紙幣処理方法に関し、例えば、銀行などの金融機関やコ
ンビニエンスストアなどに設置されるＡＴＭ（Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｔｅｌｌｅｒ　Ｍａ
ｃｈｉｎｅ）に適用し得る。
【背景技術】
【０００２】
　従来のＡＴＭには、紙幣を格納する格納庫内の紙幣を管理することができる紙幣処理装
置を搭載したものも存在する。従来、紙幣を管理する手段を備えた紙幣処理装置としては
、例えば、特許文献１～３に記載されたものがある。
【０００３】
　特許文献１には、格納する紙幣に印刷（形成）された識別情報（例えば、数字やアルフ
ァベット等の組み合わせにより表されるものであり以下、「記番号」とも呼ぶものとする
）を認識し、特定の記番号の紙幣を、正規（真正）な紙幣（以下、「真券」とも呼ぶ）と
は認められない紙幣（以下、「偽券」と呼ぶ）とみなして排除する紙幣処理装置について
記載されている。
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【０００４】
　また、特許文献２には、格納している紙幣を管理し、多区分の紙幣が混在する格納庫か
ら、特定区分の紙幣のみを効率よく取り出す紙幣処理装置について記載されている。
【０００５】
　さらに、特許文献３には、紙幣格納庫の格納紙幣の出金処理効率の向上および出金処理
時間の短縮を図ると共に、格納枚数のカウント値と実際の枚数とを一致させる手段を提供
する紙幣処理装置について記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－２１９８１７号公報
【特許文献２】特開２００５－９２４２１号公報
【特許文献３】特開２０１２－２０８８２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来の紙幣処理装置をＡＴＭに搭載した場合、効率的かつ確実に特定の
記番号の紙幣を格納庫から出金又は排出することは困難であった。
【０００８】
　なぜなら、通常ＡＴＭに搭載される現金処理装置では、格納庫は一般的に着脱可能なカ
セット方式となっており、ＡＴＭ内部に紙幣が残っている状態でも、カセット方式の格納
庫が取り外されることがある。したがって、従来のＡＴＭに搭載される現金処理装置では
、記番号を管理していたとしても、取り外された格納庫に特定の記番号の紙幣が格納され
ていた場合、当該格納庫が取り外された後では、当該記番号の紙幣を排出することはでき
ない。また、従来のＡＴＭに搭載される紙幣処理装置では、ＡＴＭ内に搭載した状態で紙
幣の取出しが可能な扉が設けられた紙幣格納庫（カセット方式の紙幣格納庫）も存在する
が、当該扉を開錠する鍵の管理の問題（可能な限り鍵の利用者や利用頻度を少なくしたい
というセキュリティ上の問題）や、扉を一旦開くと管理している記番号情報の利用を制限
する必要がある（手動で抜き取られた紙幣が管理できないため開錠された段階で記番号の
情報の同一性が保証できなくなる）等の問題がある。
【０００９】
　そのため、格納している紙幣の安全性を低下させずに、任意の識別情報が形成された紙
幣を容易に検出して出金することができる紙幣処理装置及び紙幣処理方法が望まれている
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　第１の本発明は、紙幣を格納する紙幣格納庫を１又は複数備える紙幣処理装置において
、（１）それぞれの上記紙幣格納庫に格納されている紙幣について、当該紙幣の識別情報
を含む紙幣管理情報を管理する情報管理手段と、（２）検索対象となる紙幣の識別情報の
一部又は全部を含む検索情報の入力を受付ける検索情報受付手段と、（３）上記情報管理
手段が管理している情報に基づいて、検索情報に該当する紙幣を検索する紙幣検索手段と
、（４）上記紙幣検索手段が検出した検出紙幣を上記紙幣格納庫から繰り出して排出する
制御を行う出金制御手段とを有することを特徴とする。
【００１１】
　第２の本発明は、紙幣を格納する紙幣格納庫を１又は複数備える紙幣処理装置が行う紙
幣処理方法において、（１）情報管理手段、検索情報受付手段、紙幣検索手段、出金制御
手段を有し、（２）上記情報管理手段は、それぞれの上記紙幣格納庫に格納されている紙
幣について、当該紙幣の識別情報を含む紙幣管理情報を管理し、（３）上記検索情報受付
手段は、検索対象となる紙幣の識別情報の一部又は全部を含む検索情報の入力を受付け、
（４）上記紙幣検索手段は、上記情報管理手段が管理している情報に基づいて、検索情報
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に該当する紙幣を検索し、（５）上記出金制御手段は、上記紙幣検索手段が検出した検出
紙幣を上記紙幣格納庫から繰り出して排出する制御を行うことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、格納している紙幣の安全性を低下させずに、任意の識別情報が形成さ
れた紙幣を容易に検出して出金することができる紙幣処理装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第１の実施形態に係るＡＴＭの機能的構成について示したブロック図である。
【図２】第１の実施形態に係るＡＴＭの外観の概略を示す図である。
【図３】第１の実施形態に係る紙幣管理情報の構成例について示した説明図である。
【図４】第１の実施形態に係るＡＴＭ（制御部）の動作について示したフローチャートで
ある。
【図５】第１の実施形態に係るＡＴＭで表示される検索対象カセット選択画面の構成例に
ついて示した説明図である。
【図６】第１の実施形態に係るＡＴＭで表示される紙幣検索・出金画面の構成例について
示した説明図である。
【図７】第２の実施形態に係るＡＴＭの機能的構成について示したブロック図である。
【図８】第２の実施形態に係るＡＴＭ（制御部）の動作について示したフローチャートで
ある。
【図９】第２の実施形態に係るＡＴＭで表示される紙幣検索・出金画面の構成例について
示した説明図である。
【図１０】第３の実施形態に係るＡＴＭ（制御部）の動作について示したフローチャート
である。
【図１１】第３の実施形態に係るＡＴＭ（制御部）の変形例の動作について示したフロー
チャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
（Ａ）第１の実施形態
　以下、本発明による紙幣処理装置及び紙幣処理方法の第１の実施形態を、図面を参照し
ながら詳述する。なお、第１の実施形態では、本発明の紙幣処理装置をＡＴＭに適用した
例について説明する。
【００１５】
（Ａ－１）第１の実施形態の構成
　図１は、この実施形態のＡＴＭ１の構成を示すブロック図である。図１（ａ）は、ＡＴ
Ｍ１の全体構成について示したブロック図であり、図１（ｂ）は、ＡＴＭ１を構成するリ
サイクル庫３００の内部構成を示したブロック図である。
【００１６】
　図２は、この実施形態のＡＴＭ１の外観の概略を示す図である。図２（ａ）は、ＡＴＭ
１の外観斜視図（前面側から見た場合の斜視図）であり、図２（ｂ）は、ＡＴＭ１の背面
図である。
【００１７】
　なお、図１、図２において、括弧内の符号は後述する第２又は第３の実施形態で用いら
れる符号である。
【００１８】
　ＡＴＭ１は、制御部１０、保守用操作表示部２０、ホストＩＦ３０、記憶部４０、紙幣
入出金部５０、接客用操作表示部６０、及びカード処理部７０を有している。
【００１９】
　制御部１０は、ＡＴＭ１内の各部の動作を制御する機能を担っている。制御部１０は、
例えば、プロセッサやメモリ等を含むプログラムの実施構成に実施形態の紙幣処理プログ
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ラム等をインストールすることにより実現することができる。制御部１０は、オペレータ
や顧客の操作を受け付けるための情報処理（操作画面の提示や操作受付に伴う処理を含む
）、オペレータや顧客の操作に応じた情報処理、及び現金処理装置１内の各構成要素の制
御処理等の機能を担っている。
【００２０】
　記憶部４０は、制御部１０が動作するために必要なプログラムやパラメータ等のデータ
を保持する記憶手段である。記憶部４０としては、例えば、ハードディスクドライブやフ
ラッシュメモリ等の不揮発メモリが適用できる。
【００２１】
　接客用操作表示部６０は、当該ＡＴＭ１を使用する顧客とのインタフェースの機能を担
っており、顧客への情報等を提示する接客表示部６１、及び顧客からの操作を受付ける接
客操作部６２を有している。接客用操作表示部６０では、接客表示部６１及び接客操作部
６２の機能を担うデバイスとして、タッチパネル方式のディスプレイ６３（図２（ａ）参
照）が用いられているものとする。接客用操作表示部６０ではタッチパネルディスプレイ
６３により、利用者に種々の操作画面が提供可能な構成となっているものとする。ＡＴＭ
１では、図２（ａ）に示すように前面側に保守用操作表示部２０を構成するタッチパネル
ディスプレイ２３が設けられている。
【００２２】
　保守用操作表示部２０は、当該ＡＴＭ１の保守や運用等を行う者（以下、「オペレータ
」とも呼ぶ）とのとのインタフェースの機能を担っており、オペレータへの情報等を提示
する保守用操作部２１、及びオペレータからの操作を受付ける保守用表示部２２を有して
いる。なおオペレータとしては、当該ＡＴＭ１が設置されている店舗の係員や、係員から
の依頼を受けて当該ＡＴＭ１を保守する保守作業者等が含まれるものとする。保守用操作
表示部２０では、保守用操作部２１及び保守用表示部２２の機能を担うデバイスとして、
タッチパネル方式のタッチパネルディスプレイ２３（図２（ｂ）参照）が用いられている
ものとする。保守用操作表示部２０ではタッチパネルディスプレイ２３により、利用者に
種々の操作画面が提供可能な構成となっているものとする。ＡＴＭ１（制御部１０）は、
オペレータからの保守用操作表示部２０の操作に応じて、種々の動作モードで動作するこ
とができる。ＡＴＭ１では、図２（ｂ）に示すように背面側の背面扉１ａに接客用操作表
示部６０を構成するタッチパネルディスプレイ６３が設けられている。ＡＴＭ１では、こ
の背面扉１ａを開くことにより、金庫部５０にアクセスすることが可能となる。
【００２３】
　ホストＩＦ３０は、ＡＴＭ１が外部のホスト２装置と通信するためのネットワークイン
タフェースである。
【００２４】
　カード処理部７０は、制御部１０の制御に応じて、顧客から挿入されたカード（キャッ
シュカード）を取り込んで当該カードの記録データ（磁気記録データ、ＩＣチップ等に記
録されたデータ）を読み込む処理等を行うものである。
【００２５】
　紙幣入出金部５０は、制御部１０からの制御に応じて紙幣の入金を受付けて格納する処
理や、格納している紙幣の出金（排出）を行うものであり、一時保留部５１、搬送路５２
、紙幣入出金口５３、紙幣鑑別部５４、及び金庫部５５を有している。
【００２６】
　紙幣入出金口５３は、利用者から紙幣の投入を受付ける機能と、利用者へ紙幣を出金（
排出、払出）する機能を担っている。
【００２７】
　搬送路５２は、紙幣入出金部５０内で、紙幣を搬送するための搬送手段の機能を担って
いる。搬送路５２は、種々のＡＴＭと同様のものを適用することができる。例えば、紙幣
を挟持して搬送するためのベルト、ベルトを駆動するためのローラ、搬送する紙幣の方向
を切替えるためのブレード等を用いて実現することができるため、詳しい説明は省略する
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。
【００２８】
　鑑別部４２は、搬送路５２上の紙幣を鑑別する機能を担っている。鑑別部４２は、例え
ば、紙幣の金種、紙幣の真偽、紙幣の痛み度合、紙幣の記番号等の鑑別を行う。鑑別部４
２は、紙幣を撮像したイメージ画像を取得するイメージセンサ５４１を備えており、イメ
ージセンサ５４１が取得したイメージ画像も用いて鑑別を行う。鑑別部４２（イメージセ
ンサ５４１を含む）としては、既存の紙幣鑑別装置と同様のものを適用することができる
ため、詳しい説明は省略する。なお、以下では、当該自動取引装置１で格納に適さない程
痛みの度合の大きい状態の紙幣（真券）を「損券」と呼び、当該自動取引装置１で格納可
能な程度の状態の紙幣（真券）を「正券」と呼ぶものとする。紙幣入出金部５０では、正
券の紙幣を格納対象の紙幣（以下、「格納対象紙幣」と呼ぶ）として認識し、それ以外の
紙幣（偽券、又は損券）をリジェクト対象の紙幣（以下、「リジェクト紙幣」と呼ぶ）と
して取り扱う。
【００２９】
　金庫部５５は、入金された紙幣及び出金する紙幣を格納するものであり、記憶部３０１
、リジェクト紙幣を格納するためのリジェクト庫２００を有している。金庫部５５には、
リサイクル庫３００を収容するための５つの収容スロット５５１（５５１－１～５５１－
５）が設けられている。収容スロット５５１－１～５５１－５は、それぞれ１つのリサイ
クル庫３００を着脱可能にセット（収容）することができる。なお、図１に示すＡＴＭ１
では、４つの収容スロット５５１－１～５５１－４に、それぞれリサイクル庫３００－１
～３００－４が収容されている。なお、収容スロット５５１－５にはリサイクル庫３００
が収容されておらず、空きスロットとなっている。
【００３０】
　紙幣入出金部５０では、入金された紙幣のうち格納対象紙幣は、いずれかのリサイクル
庫３００に格納される。また、紙幣入出金部５０では、入金された紙幣のうちリジェクト
紙幣については、リジェクト庫２００に格納される。
【００３１】
　次に、各リサイクル庫３００の内部構成について、図１（ｂ）を用いて説明する。
【００３２】
　図１（ｂ）に示すように、リサイクル庫３００には、紙幣を格納するためのスペースで
ある格納部３０２が設けられている。そして、格納部３０２の開口部には、リサイクル庫
扉３０３が設けられている。リサイクル庫扉３０３は、施錠部３０３ａにより施錠可能と
なっている。リサイクル庫３００では、リサイクル庫扉３０３が開状態となると、オペレ
ータにより、格納部３０２の紙幣にアクセス可能となっている。また、リサイクル庫３０
０では、リサイクル庫扉３０３が閉状態となると、施錠部３０３ａにより施錠可能となっ
ている。施錠部３０３ａは、図示しない鍵により開錠可能となっている。
【００３３】
　また、リサイクル庫３００には、リサイクル庫扉３０３の閉状態及び開状態を検知する
ための、開閉検知部３０３ｂが設けられている。また、リサイクル庫３００には、リサイ
クル庫扉３０３の閉状態及び開状態を検知するための、開閉検知部３０３ｂが設けられて
いる。開閉検知部３０３ｂは、図示しない電源（蓄電池）を備え、ＡＴＭ１から取り外さ
れた状態であっても、リサイクル庫扉３０３の閉状態及び開状態への遷移を検知し、その
履歴（以下、「開閉検知履歴」とも呼ぶ）を記録することができるものとする。開閉検知
部３０３ｂは、例えば、開閉センサ、及び開閉検知履歴の蓄積手段（例えば、マイクロコ
ンピュータ、及び不揮発メモリにより構成される蓄積手段）を用いて構成することができ
る。さらに、開閉検知部３０３ｂは、ＡＴＭ１に搭載された状態で、図示しない信号線等
により制御部１０と電気的に接続しており、制御部１０では各リサイクル庫３００の開閉
検知部３０３ｂにアクセスし、開閉検知部３０３ｂに蓄積された開閉検知履歴の参照が可
能となっている。リサイクル庫３００では、オペレータが、格納部３０２内の紙幣にアク
セスするには、リサイクル庫扉３０３を開状態とする必要があるが、その開閉状態は開閉
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検知部３０３ｂにより検知される構成となっている。このように、リサイクル庫３００で
は、リサイクル庫扉３０３（施錠部３０３ａ、開閉検知部３０３ｂ）により、格納部３０
２内に格納した紙幣の安全性（セキュリティ）を管理している。
【００３４】
　記憶部３０１は、当該リサイクル庫３００の格納部３０２で格納している紙幣を管理す
るための情報を記憶するものである。なお、リサイクル庫３００では、格納部３０２内部
の紙幣と記憶部３０１の情報とを一致させた状態を維持するために、リサイクル庫扉３０
３が開状態となったときに、記憶部３０１の情報を無効とする管理を行うようにしてもよ
い。
【００３５】
　図３は、記憶部３０１に記憶される紙幣管理情報の構成例について示したブロック図で
ある。
【００３６】
　図３に示す通り、記憶部３０１には、紙幣毎の管理情報（以下、「紙幣管理情報」と呼
ぶ）として、当該紙幣を格納している位置（以下、「格納位置」と呼ぶ）、金種、記番号
、及び当該紙幣の記番号部分の画像（紙幣鑑別部５４で撮像された画像、以下、「記番号
画像」と呼ぶ）のデータが記憶されている。なお、図３では、図示の都合上、記番号画像
をそれぞれ画像データの名称（「画像Ｇ００１」、「画像Ｇ００２」、…）で図示してい
る。
【００３７】
　「格納位置」の項目には、格納部３０２における当該紙幣の格納位置を示す値が設定さ
れる。格納位置は、格納部３０２において当該紙幣が格納された順序を示しており、最も
格納位置の値が大きい紙幣が、最後に格納された紙幣となる。図３では、格納位置が１～
４０の紙幣の紙幣管理情報が登録されているため、当該リサイクル庫３００の格納部３０
２には、４０枚の紙幣が格納されていることを示している。なお、紙幣管理情報としては
、最低限、記番号の項目が含まれていればよく、他の項目については省略するようにして
もよい。
【００３８】
　次に、制御部１０による紙幣管理処理の詳細について説明する。
【００３９】
　制御部１０は、各リサイクル庫３００に格納されている紙幣を管理する紙幣管理処理を
行う。
【００４０】
　格納部３０２では、紙幣を積層して格納しており、新たに格納する紙幣はすでに格納し
ている紙幣の一番上に積層されるものとする。そして、この場合格納部３０２では、格納
している紙幣を繰り出す際には、一番上に積層されている紙幣から繰り出すことになる。
したがって、格納部３０２では、紙幣を繰り出す場合には、格納位置の値が大きい紙幣か
ら順に繰り出すことになる。
【００４１】
　制御部１０は、新たな紙幣をリサイクル庫３００に格納させる際には、当該紙幣の記番
号及び金種（紙幣鑑別部５４により読み取られた記番号及び金種）を設定した紙幣管理情
報を、記憶部３０１に追加する。また、制御部１０は、リサイクル庫３００から紙幣を繰
り出す際には、格納位置の値が最も大きい紙幣管理情報を削除する。このように、制御部
１０は、各リサイクル庫３００の記憶部３０１に記憶させる情報を、それぞれの格納部３
０２に収容されている状態とを同期させた状態に維持する。なお、制御部１０は、リサイ
クル庫３００から紙幣を繰り出す際には、繰り出した紙幣の記番号を紙幣鑑別部５４で認
識して、該当する記番号の紙幣管理情報を、記憶部３０１から削除するようにしてもよい
。
【００４２】
　また、制御部１０は、オペレータにより保守用操作表示部２０を用いて、検索対象とな
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る紙幣の情報（以下、「検索情報」と呼ぶ）が入力されると、各リサイクル庫３００に記
録された紙幣管理情報を参照して、検索情報に該当する紙幣を検出する紙幣検索処理を行
う。以下では、この紙幣検索処理で検出された紙幣を、「検出紙幣」と呼ぶものとする。
【００４３】
　そして、制御部１０は、オペレータにより保守用操作表示部２０を用いて、検出紙幣に
ついて出金する指示が行われた場合には、その検出紙幣を対象のリサイクル庫３００から
繰り出して出金する処理を行う。制御部１０は、検出紙幣が、リサイクル庫３００内で、
次に繰り出し可能な位置にない場合（最も格納位置の値が大きい紙幣でない場合）、検出
紙幣を繰り出し可能となるまで、当該リサイクル庫３００内の紙幣を一時保留部５１に一
時保留させる。そして、制御部１０は、検出紙幣を繰り出して出金（紙幣入出金口５３か
ら排出）させた後に、一時保留先（一時保留部５１）に一時保留された紙幣を、元のリサ
イクル庫３００に戻すように制御する。
【００４４】
（Ａ－２）第１の実施形態の動作
　次に、以上のような構成を有する第１の実施形態のＡＴＭ１の動作（実施形態の紙幣処
理方法）について、図４のフローチャートを用いて説明する。
【００４５】
　まず、オペレータの操作により、保守用操作表示部２０が操作され、紙幣検索処理を呼
び出す操作が行われると、制御部１０は、紙幣検索処理を実行する対象となるリサイクル
庫３００を選択するための画面（以下、「検索対象カセット選択画面」と呼ぶ）が呼び出
されたものとする（Ｓ１０１）。制御部１０は、例えば、保守用操作表示部２０に図示し
ない初期メニュー画面を表示させ、その初期メニュー画面では紙幣検索処理が呼出可能と
なっているものとする。
【００４６】
　図５は、検索対象カセット選択画面の構成例について示した説明図である。
【００４７】
　図５に示す検索対象カセット選択画面では、収容スロット５５１－１～５５１－５に対
応するボタンＢ１１～Ｂ１５が配置されている。例えば、検索対象カセット選択画面では
、いずれかのボタンＢ１１が押下されると、収容スロット５５１－１（リサイクル庫３０
０－１）が検索対象カセットとして選択されることになる。なお、ここでは、収容スロッ
ト５５１－５は、空きスロット（リサイクル庫３００が収容されていないスロット）であ
る。したがって、図５の検索対象カセット選択画面では、収容スロット５５１－５に対応
するボタンＢ１５が無効状態（図５ではハッチを付して図示しており押下できない状態）
となっている。
【００４８】
　そして、検索対象カセット選択画面でいずれかのリサイクル庫３００（収容スロット５
５１）が選択されると、制御部１０は、接客用操作表示部６０のタッチパネルディスプレ
イ６３に、特定の記番号の紙幣の検索処理及び出金処理（以下、「特定記番号検索・出金
処理」と呼ぶ）を受付ける画面（以下、「紙幣検索・出金画面」と呼ぶ）を表示させ、検
索情報が入力されたものとする（Ｓ１０２）。
【００４９】
　図６は、紙幣検索・出金画面の構成例について示した説明図である。
【００５０】
　図６に示す紙幣検索・出金画面では、検索情報（記番号の一部又は全部の桁）を入力す
るためのフィールドＦ２１、フィールドＦ２１に入力された記番号の紙幣検索処理を開始
するためのボタンＢ２１、検索結果を表示するためのフィールドＦ２２、フィールドＦ２
２で選択された検出紙幣の記番号画像を表示するためのフィールドＦ２３、及び検出紙幣
（フィールドＦ２２に表示された記番号の紙幣）の出金処理を開始するためのボタンＢ２
２が配置されている。
【００５１】
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　そして、紙幣検索・出金画面で、フィールドＦ２１に検索情報が入力され、ボタンＢ２
１が押下されると、制御部１０は、検索対象カセットのリサイクル庫３００の記憶部３０
１の情報を読み出し、記番号に検索情報の番号を含む紙幣（紙幣管理情報）を検索し（Ｓ
１０３）、検索結果を確認する（Ｓ１０４）。
【００５２】
　制御部１０は、検索対象カセットとなったリサイクル庫３００の記憶部３０１から、該
当する紙幣の紙幣管理情報が検出できた場合には、後述するステップＳ１０５から動作し
、そうでない場合には、特定記番号検索・出金処理を終了する。
【００５３】
　上述のステップＳ１０４で、該当する紙幣の紙幣管理情報が検出できた場合、制御部１
０は、検出紙幣に係る記番号を、フィールドＦ２２に表示する。図６に示すように制御部
１０は、フィールドＦ２２に記番号を表示する際に、検索情報と完全一致（全ての桁が一
致）する記番号については「完全一致」を付記し、検索情報と類似一致（１桁だけ異なり
、他の桁が一致）する記番号については「類似一致」を付記する。
【００５４】
　例えば、図６の紙幣検索・出金画面では、検索情報が「ＤＤ６４２３６６６」となって
おり、フィールドＦ２２では、完全一致する紙幣について「ＤＤ６４２３６６６（完全一
致）」と表示し、類似一致する紙幣について「ＯＤ６４２３６６６（類似一致）」と表示
している。なお、紙幣検索・出金画面では、完全一致となる紙幣のみを検出するようにし
てもよい。なお、制御部１０は、検索情報と完全一致する記番号の紙幣だけを検出するよ
うにしてもよいし、類似一致の要件についても上述の例に限定されないものである。
【００５５】
　そして、紙幣検索・出金画面では、検出された紙幣の記番号のいずれかを選択（タッチ
により選択）可能となっている。図６では、選択された紙幣に係る記番号画像がフィール
ドＦ２３に表示されている。
【００５６】
　そして、紙幣検索・出金画面で、ボタンＢ２２（出金ボタン）が押下されると（Ｓ１０
６）、制御部１０は、検出紙幣の出金処理（紙幣入出金口５３から排出処理）を開始する
。
【００５７】
　検出紙幣の出金処理を開始すると、制御部１０は、選択されたリサイクル庫３００から
紙幣を１枚繰出させて、紙幣鑑別部５４に記番号を認識させ（Ｓ１０７）、いずれかの検
出紙幣と記番号が一致するか否かを確認する（Ｓ１０８）。
【００５８】
　リサイクル庫３００から繰出した紙幣の記番号と、検出紙幣の記番号とが一致する場合
、制御部１０は、当該紙幣を、紙幣入出金部５０に搬送して出金（排出）する（Ｓ１０９
）。
【００５９】
　一方、リサイクル庫３００から繰出した紙幣の記番号と、検出紙幣の記番号とが不一致
の場合、制御部１０は、当該紙幣を、一時保留部５１に搬送して一時保留する（Ｓ１１０
）。
【００６０】
　ステップＳ１０９又はＳ１１０が終了すると、制御部１０は、選択されたリサイクル庫
３００（記憶部３０１）に記憶されている紙幣管理情報を更新（繰出した紙幣の紙幣管理
情報を削除）する（Ｓ１１１）。
【００６１】
　そして、制御部１０は、検索処理の終了条件を満たすか否かを確認し、終了条件を満た
すと判定した場合後述するステップＳ１１３から動作し、そうでない場合には上述のステ
ップＳ１０７から動作する。ここでは、制御部１０は、「全ての検出紙幣について出金し
たこと」、又は、「選択されたリサイクル庫３００の紙幣が空になったこと」のいずれか
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の条件を満たした場合、検索処理を終了すると判断するものとする。
【００６２】
　上述のステップＳ１１２で、検索処理の終了条件を満たすと判定された場合、制御部１
０は、一時保留部５１に一時保留された紙幣を繰り出させて、元のリサイクル庫３００に
戻させると共に、当該リサイクル庫３００の記憶部３０１に記憶させる情報の更新（リサ
イクル庫３００に戻す紙幣の紙幣管理情報を追加する処理）を行い（Ｓ１１３）、特定記
番号検索・出金処理を終了する。
【００６３】
　なお、制御部１０は、一時保留部５１からリサイクル庫３００に紙幣を戻す際に、当該
リサイクル庫３００の記憶部３０１の紙幣管理情報を更新（リサイクル庫３００に戻した
紙幣の紙幣管理情報を追加する処理）を行う。このとき、制御部１０は、一時保留部５１
から繰出させた紙幣の記番号等を紙幣鑑別部５４に認識させて、追加する紙幣管理情報を
生成するようにしてもよい。
【００６４】
（Ａ－３）第１の実施形態の効果
　第１の実施形態によれば、以下のような効果を奏することができる。
【００６５】
　ＡＴＭ１では、図４のフローチャートに示す特定記番号検索・出金処理により、リサイ
クル庫３００から、任意の記番号の紙幣を紙幣入出金口５３から排出することができる。
言い換えると、ＡＴＭ１では、リサイクル庫３００のリサイクル庫扉３０３を開かずに、
偽券等と疑われる特定記番号の紙幣を、紙幣入出金口５３から排出することができる。こ
れにより、ＡＴＭ１では、特定記番号の紙幣を取り出し目視等で確認することが容易とな
るほか、特定記番号の紙幣がリサイクル庫内にあるままリサイクル庫を取り外すことを防
ぐことができる。
【００６６】
　また、ＡＴＭ１では、検出紙幣を排出する際に、検出紙幣以外の紙幣を一時保留部５１
に保留し、検出紙幣を排出した後に、一時保留部５１に保留した紙幣をリサイクル庫３０
０に戻しているが、その際記憶部３０１の紙幣管理情報も更新している。そのため、ＡＴ
Ｍ１では、リサイクル庫３００のリサイクル庫扉３０３を開けずに検出紙幣を排出しつつ
、記憶部３０１の紙幣管理情報の内容も同期が取れた内容に維持することができる。
【００６７】
（Ｂ）第２の実施形態
　以下、本発明による紙幣処理装置及び紙幣処理方法の第２の実施形態を、図面を参照し
ながら詳述する。なお、第２の実施形態では、本発明の紙幣処理装置をＡＴＭに適用した
例について説明する。
【００６８】
（Ｂ－１）第２の実施形態の構成
　図７は、第２の実施形態に係るＡＴＭ１Ａの機能的構成を示したブロック図である。
【００６９】
　第２の実施形態のＡＴＭ１Ａでは、制御部１０が制御部１０Ａに置き換わっている点で
第１の実施形態と異なっている。
【００７０】
　第１の実施形態のＡＴＭ１Ａ（制御部１０Ａ）では、特定記番号検索・出金処理に係る
検索情報をユーザに入力させる構成となっていたが、第２の実施形態では、ＡＴＭ１Ａか
らダウンロートする構成となっている点で異なっている。
【００７１】
　具体的には、第２の実施形態では、特定記番号検索・出金処理を行う際に、ホスト２か
ら検索情報２ａ（検索対象の記番号のリスト）をダウンロードして検索処理（マッチング
処理）を行う。
【００７２】
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（Ｂ－２）第２の実施形態の動作
　次に、以上のような構成を有する第２の実施形態のＡＴＭ１Ａの動作（実施形態の紙幣
処理方法）について、図８のフローチャートを用いて、第１の実施形態との差異を説明す
る。なお、図８のフローチャートは、ステップＳ１０２の処理がステップＳ２０１に置き
換わっていること以外は、第１の実施形態とほぼ同様の内容となっている。
【００７３】
　まず、ステップＳ１０１で、ユーザの操作により検索対象カセット選択画面で、検索対
象カセット（いずれかのリサイクル庫３００）が選択されると、制御部１０Ａは、保守用
操作表示部２０に、紙幣検索・出金画面を表示させる。
【００７４】
　図９は、第２の実施形態に係る紙幣検索・出金画面の構成例について示した説明図であ
る。
【００７５】
　図９に示す紙幣検索・出金画面では、紙幣検索処理（マッチング）を開始するためのボ
タンＢ３１、検索結果を表示するためのフィールドＦ３１、フィールドＦ３１で選択され
た記番号に対応する紙幣の記番号画像を表示するためのフィールドＦ３２、検出紙幣（フ
ィールドＦ３１に表示された記番号の紙幣）を出金する処理を開始するためのボタンＢ３
２が配置されている。なお、フィールドＦ３１、Ｆ３２、ボタンＢ３２に対応する機能は
、第１の実施形態のもの（上述の図６のフィールドＦ２２、Ｆ２３、ボタンＢ２２）と同
様であるので詳しい説明を省略する。
【００７６】
　そして、図９に示す紙幣検索・出金画面で、紙幣検索処理（マッチング）を開始するた
めのボタンＢ３１が押下されると、制御部１０Ａは、ホストＩＦ３０を介してホスト２に
アクセスして、検索情報２ａを取得する（Ｓ２０１）。そして、制御部１０Ａは、上述の
ステップＳ１０３～Ｓ１１３の処理により、取得した検索情報２ａを用いて、特定記番号
検索・出金処理を実行する。第２の実施形態の制御部１０Ａでは、ホスト２から取得した
検索情報２ａを用いること以外は、第１の実施形態と同様であるので詳しい説明は省略す
る。
【００７７】
（Ｂ－３）第２の実施形態の効果
　第２の実施形態によれば、以下のような効果を奏することができるができる。
【００７８】
　第２の実施形態のＡＴＭ１Ａ（制御部１０Ａ）では、ホスト２から検索情報２ａをダウ
ンロードしている。金融機関等では、全店舗で同時に同じリストを用いて特定記番号の紙
幣の検索を行うことがあるため、このような場合各ＡＴＭでオペレータが検索情報を入力
するより、ホスト２で集中管理する方が効率的な操作環境を提供することができる。すな
わち、ＡＴＭ１Ａ（制御部１０Ａ）では、ホスト２から検索情報２ａをダウンロードする
構成とすることにより、効率的かつ確実に特定記番号の紙幣の検索・排除を行うことがで
きる。
【００７９】
（Ｃ）第３の実施形態
　以下、本発明による紙幣処理装置及び紙幣処理方法の第３の実施形態を、図面を参照し
ながら詳述する。なお、第３の実施形態では、本発明の紙幣処理装置をＡＴＭに適用した
例について説明する。
【００８０】
（Ｃ－１）第３の実施形態の構成
　第３の実施形態に係るＡＴＭ１Ｂの機能的構成も上述の図１（ａ）を用いて示すことが
できる。なお、上述の図１で括弧内の符号は第３の実施形態でのみ用いられる符号である
。
【００８１】
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　第３の実施形態のＡＴＭ１Ｂでは、制御部１０が制御部１０Ｂに置き換わっている点で
第１の実施形態と異なっている。
【００８２】
　第１の実施形態のＡＴＭ１（制御部１０）では、特定記番号検索・出金処理を行う際に
、一時保留部５１に紙幣を一時保留しているが、第３の実施形態のＡＴＭ１Ｂ（制御部１
０Ｂ）では、動的に紙幣の一時保留先を選択する構成となっている点で第１の実施形態と
なっている。
【００８３】
　通常、ＡＴＭにおいて入金された現金に係る取引が完了するまで、紙幣を保留するため
に一時保留部を備えているので、通常紙幣を格納する金庫（リサイクル庫）と比べて容量
が少ない。したがって、第１の実施形態のＡＴＭ１では、リサイクル庫３００から検出し
た記番号の紙幣を出金する際に、当該記番号の紙幣を繰り出す前に、一時保留部５１の空
き容量が無くなってしまうおそれがある。そのため、第３の実施形態のＡＴＭ１Ｂ（制御
部１０Ｂ）では、紙幣の一時保留先として、他のリサイクル庫３００も含めて選択可能な
構成であるものとする。ＡＴＭ１Ｂ（制御部１０Ｂ）が、紙幣の一時保留先として選択す
る対象や、優先度は限定されないものであるが、例えば、検出した記番号の紙幣と同一の
金種を格納可能で、かつ、より空き容量の多いリサイクル庫３００を優先的に選択するよ
うにしてもよい。
【００８４】
（Ｃ－２）第３の実施形態の動作
　次に、以上のような構成を有する第３の実施形態のＡＴＭ１Ｂの動作（実施形態の紙幣
処理方法）について、図１０のフローチャートを用いて、第１の実施形態との差異を説明
する。なお、図１０のフローチャートでは、ステップＳ１０６とＳ１０７の間にステップ
Ｓ３０１の処理が挿入され、さらに、ステップＳ１１０、Ｓ１１３の処理がそれぞれステ
ップＳ３０２、Ｓ３０３に置き換わっている点で第１の実施形態と異なっている。
【００８５】
　制御部１０Ｂは、ステップＳ１０６で、ボタンＢ２２（出金ボタン）が押下され、検出
紙幣の出金処理（紙幣入出金口５３から排出処理）を開始すると、まず、ステップＳ３０
１の処理により、一時保留先を選択してからステップＳ１０７の処理に移行する。制御部
１０Ｂによる一時保留先の選定方法の例については上述の通りである。
【００８６】
　また、制御部１０Ｂは、上述のステップＳ１０８で、リサイクル庫３００から繰出した
紙幣の記番号と、検出紙幣の記番号とが一致すると判断した場合、ステップＳ３０２で、
当該紙幣を、選択された一時保留先へ搬送して一時保留する。
【００８７】
　さらに、制御部１０Ｂは、上述のステップＳ１１２で、検索処理の終了条件を満たすと
判定した場合、ステップＳ３０３の処理で、一時保留先に一時保留された紙幣を、元のリ
サイクル庫３００に戻す処理を行う。なお、制御部１０Ｂは、既に紙幣が格納されている
リサイクル庫３００を一時保留先として選択した場合、一時保留した紙幣の枚数（上述の
ステップＳ３０２で一時保留した紙幣の枚数）をカウントしておき、同じ枚数分だけを、
一時保留先のリサイクル庫から繰り出して、元のリサイクル庫３００に戻す制御を行う必
要がある。
【００８８】
　なお、制御部１０Ｂは、一時保留先として、検出紙幣と異なる金種がすでに格納されて
いるリサイクル庫を選択するようにしてもよい。その場合、制御部１０Ｂは、一時保留し
た紙幣の枚数よりも１枚分だけ多く余計に紙幣を繰り出して、紙幣鑑別部５４に金種を鑑
別させることにより、金種の区切り目（検出紙幣の金種から、当該一時保留先で元々格納
していた紙幣の金種に切り替わる区切り目）を検出し、より確実に一時保留した紙幣の回
収を行うようにしてもよい。
【００８９】
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（Ｃ－３）第３の実施形態の効果
　第３の実施形態によれば、以下のような効果を奏することができる。
【００９０】
　ＡＴＭ１Ｂ（制御部１０Ｂ）では、検出紙幣の出金処理を行う際に、適切な一時保留先
を選択している。これにより、ＡＴＭ１Ｂ（制御部１０Ｂ）では、より確実に検出紙幣を
出金（排出）することができる。
【００９１】
（Ｄ）他の実施形態
　本発明は、上記の各実施形態に限定されるものではなく、以下に例示するような変形実
施形態も挙げることができる。
【００９２】
（Ｄ－１）上記の各実施形態では、本発明の紙幣処理装置を、金融機関等の自動取引装置
（ＡＴＭ）に適用する例について説明したが、その他の紙幣を格納する装置に適用するよ
うにしてもよい。例えば、店舗等で用いる釣銭等の現金を管理する入出金装置等に、本発
明の紙幣処理装置を適用するようにしてもよい。
【００９３】
（Ｄ－２）第３の実施形態において、ＡＴＭ１Ｂ（制御部１０Ｂ）は、検索紙幣を出金す
る際に、ステップＳ３０１で一時保留先を選択しているが、図１１のフローチャートに示
すように、最初に選択した一時保留先の空き容量が無くなった場合を考慮して、選択され
たリサイクル庫３００から紙幣が繰り出されるごとに、一時保留先の見直しを行うように
してもよい。図１１のフローチャートは、第３の実施形態のフローチャート（上述の図１
０のフローチャート）の変形例を示している。図１１のフローチャートでは、ステップＳ
１１２で検索終了条件を満たさず、選択されたリサイクル庫３００から次の紙幣を繰り出
す際に、ＡＴＭ１Ｂ（制御部１０Ｂ）は、ステップＳ３０１に戻って動作して、再度一時
保留先を見直す構成となっている。このときＡＴＭ１Ｂ（制御部１０Ｂ）は、最初に選択
した一時保留先の空き容量が無くなった場合、次の一時保留先を選択する処理を行う。ま
た、ＡＴＭ１Ｂ（制御部１０Ｂ）は、全てのリサイクル庫３００で空き容量が無くなった
場合には、空いている収容スロット５５１に別途リサイクル庫３００をセットする要求を
オペレータに行って（例えば、保守用操作表示部２０からメッセージを表示）、一時保留
先を確保するようにしてもよい。
【００９４】
（Ｄ－３）上記の各実施形態では、各リサイクル庫３００の紙幣管理情報を、各リサイク
ル庫３００に分散して記憶させているが、ＡＴＭ本体（制御部）側や、ホストコンピュー
タ側で集中管理するようにしてもよい。これにより、上記の各実施形態において、紙幣検
索処理で、リサイクル庫を指定する必要がなくなる。
【００９５】
（Ｄ－４）上記の各実施形態において、ＡＴＭが紙幣検索処理を行う場合に、該当する記
番号の紙幣が格納されているか分からない状態から検索を行い、該当する記番号の紙幣が
検出できれば出金（排出）し、該当する紙幣が検出できなければその旨をオペレータに通
知（例えば、保守用操作表示部２０からメッセージを表示出力）するようにしてもよい。
したがって、上記の各実施形態のＡＴＭが行う紙幣検索処理において、リサイクル庫を指
定して、記番号の検索を受け付ける必要はない。
【００９６】
（Ｄ－５）上記の各実施形態では、ＡＴＭで紙幣管理情報を管理しているが、紙幣管理情
報が保持されて無い場合又は記番号の項目について管理されていない場合、リサイクル庫
の紙幣を全て鑑別部に鑑別させて記番号を確認することで、紙幣検索処理を行うようにし
てもよい。
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【符号の説明】
【００９７】
　１…ＡＴＭ、１０…制御部、２０…保守用操作表示部、２１…保守用操作部、２２…保
守用表示部、２３…タッチパネルディスプレイ、３０…ホストＩＦ、４０…記憶部、６０
…接客用操作表示部、６１…接客表示部、６２…接客操作部、６３…タッチパネルディス
プレイ、７０…カード処理部、５０…金庫部、５１…一時保留部、５２…搬送路、５３…
紙幣入出金口、５４…紙幣鑑別部、５４１…イメージセンサ、５５…金庫部、５５１、５
５１－１～５５１－５…収容スロット、２００…リジェクト庫、３００、３００－１～３
００－５…リサイクル庫、３０１…記憶部、３０２…格納部、３０３…リサイクル庫扉、
３０３ａ…施錠部、３０３ｂ…開閉検知部。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】
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